
  

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
四
月
三
日 

広
島
県
知
事 

湯 
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英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
四
十
号 

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
  

（
免
許
の
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
―
４ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
及
び
前
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
申
請
前

六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦

の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名

及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
免
許

証
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

  

（
受
験
申
込
み
） 

第
十
五
条 

二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験

（
広
島
県
指
定
試
験
機
関
が
二
級
建
築
士
等
試
験
事

務
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
受
験
申
込
書
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
書
類
（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書

類
）
及
び
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
し
て

正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

）
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一
―
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
免
許
の
申
請
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
―
４ 

（
略
） 

５ 
第
一
項
及
び
前
項
の
免
許
申
請
書
に
は
、
申
請
前

六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、
無

背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の

長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏

面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以

下
「
免
許
証
用
写
真
」
と
い
う
。
）
を
貼
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
受
験
申
込
み
） 

第
十
五
条 

二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験

（
広
島
県
指
定
試
験
機
関
が
二
級
建
築
士
等
試
験
事

務
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
受
験
申
込
書
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
書
類
（
そ
の
書
類
を
得
ら
れ
な
い
正
当
な
事
由
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書

類
）
及
び
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
し
正

面
か
ら
上
半
身
を
写
し
た
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

も
の
）
を
添
え
、
こ
れ
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一
―
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


